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令和元年 5月 23日 (木) 10時 00分

県庁行政棟「教育委員会室」

O第 5号議案

令和 2年度長崎県公立高等学校入学者選抜の基本方針について

O第 6号議案

令和 2年度長崎県立中学校入学者選抜の基本方針について

(高校教育課)

(高校教育課)

○第 7号議案

令和 2年度県立特別支援学校幼稚部、高等部及び高等部専攻科の入学者選考に
ついて

(特別支援教育課)

4報

(1)監査の結果にかかる措置状況について                         (総 務課)

(2)平成 31年 3月 卒業生の大学入試結果について                   (高 校教育課)

(3)高校生の活躍について ｀                            (高 校教育課)

(4)令和 2年度長崎県公立学校教員採用選考試験について                (高 校教育課)

(5)平成 30年度体罰にかかる実態把握調査結果 (公立学校分)について   (高 校教育課・義務教育課)

(6)「長崎つ子の心を見つめる教育週間」における県教育委員の学校訪間について   (児 童生徒支援室)

(7)第二期長崎県高校改革推進会議第 6回会議について             (県 立学校改革推進室)

と
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第 5号議案

(高校教育課)

令和 2年度長崎県公立高等学校入学者選抜の基本方針について

(提案理由)

令和2年度長崎県公立蔦等学校の入学者を理滸するに当たつて、その基本方針を定め

ようとするものである。

(内容 )

1 入学者の選抜について

(1)入学者の選抜は、特に定める場合を除き、調査書その他必要な書類、学力検査の

成績、面接の結果等を資料として総合的に行 うものとする。

(2)調査書と学力検査の取扱いは次のとおりとする。

① 調査書の記載内容と学力検査の成績とは同等に取り扱 うことを基本とする。

② 調査書の取扱いについては、教科の評定に偏ることなく、観点別学習状況、そ
の他の記載事項についても十分尊重する。

2 学力検査問題について

(1)学力検査問題は、次の基準により県教育委員会が作成する。

① 学習指導要領に基づき、中学校修了程度とする。ただし、社会については、新

学習指導要領への移行措置の内容に配慮する。

② 基礎的・基本的な問題を中心に出題するが、単なる知識を問うものに偏ること
がないように配慮し、思考力・判断力・表現力を検査できるような問題とする。

(2)全 日制課程及び単位制による定時制課程昼間部における学力検査の実施教科は、

国語、社会、数学、理科及び英語 (聞き取リテス トを含む)の 5教科とする。

なお、数学及び英語において、高等学校長は、県教育委員会が作成した選択問題
の中から自校の受検者が解答する問題を指定する。

また、定時制課程 (単位制による課程昼間部を除く)の検査は、作文及び面接を

原則とする。
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3 入学者選抜方法について

(1)全 日制課程及び定時制課程 (単位制による課程夜間部及び昼間部を含む)に係る

選抜について (推薦入学者選抜及び定時制課程夜間部後期日程を除く)

① 志願者は、入学願書受付締め切 り後に、学校、課程、学科及びコース (同一校

における併願した学科等の志望順位を含む)を 1回に限り変更することができる。

② 高等学校長は、県教育委員会の承認を得て、特定の教科について学力検査の得

点を1.5倍から2倍の範囲で重視することができる。

③ 帰目生徒 i外国籍生徒を対象に、志願者の申出により日本語習得の状況や学

校制度の違いを1配慮して、 日本語又は外国語 (英語又は中国語)による作文及び

面接を実施することができる。ただし、定員は、実情に応じて、募集定員を超え

て新 名とする。

(2)定時制課程 (単位制による課程昼間部を除く)に係る選抜について

定時制課程 (単位制による課程昼間部を除く)の入学者選抜は、同一学校を前

期・後期の日程に分離して実施する。前期の定員は、学科の募集定員の70%と
する。なお、後期の定員は、前期での合格者数を除いた人員とする。

(3)通信制課程に係る選抜について

通信制課程の入学者選抜は、提出された書類の審査により行 う。

(4)連携型中高一貫教育に係る選抜について

連携型中高一貫教育に係 る入学者選抜は、入学願書、課題 レポー ト及び当該高

等学校で実施する作文・小論文、面接の結果を資料 として総合的に行 うことを原

則 とする。

(5)推薦入学者選抜について

① 全 日制課程及び定時制課程 (単位制による課程夜間部及び昼間部を含む)の全

学科において一般推薦入学を実施する。実施校長は、県教育委員会が定める志願資

格に加え、学校独 自に志願資格を定めることができる。検査は、面接の他に、作文・

小論文、実技・適性検査の中から選択 して実施することができる。なお、全 日制課

程普通科については、全募集定員の 5%～ 20%の 範囲で募集定員を定め、専門学

科、総合学科及び定時制課程については、全募集定員の 10%～ 40%の 範囲で募

集定員を定める。

② 文化・ スポーツ特別推薦入学を実施する。実施校は、各学校の希望を踏まえた

うえで、県教育委員会が定める。検査は、面接を実施する。

(6)離島留学特別選抜について

離島留学特別選抜は、入学願書、調査書、離島留学申請書及び当該高等学校で

実施する面接、小論文の結果を資料 として総合的に行 う。ただし、工島高等学校

においては、小論文に代えて体育実技を行 う。なお、定員不充足の場合は、離島

留学特別選抜における合格者数を除いた人員について改めて募集 し、選抜は、 1

の 「入学者の選抜について」に準 じて行 う。
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4 入学者選抜日程について

(1)全口制課程及び単位制による定時制課程昼間部に係る選抜

・入学願書受付期間         令和 2年 2月 14日 (金)から

令和 2年 2月 19日 (水)まで

・ 志願変更期間           令和 2年 2月 2■ 日 (金)から

令和 2年 2月 27日 (木)まで
。学力検査             令和2年 3月 10日 t“火)D■ 1日 (水)

・合格者発表           令和 2年 3月 18日 (水〕

(2)定時割課程 (単位制による課程昼間部を除く)に係る選抜

・ 前期―日
'巳

入学願書受付翔岡     令和 2年 2月 14日 (金)から

令和 2年 2月 19日 (水)まで

・志願変更期間           令和 2年 2月 21日 (金)から

令和 2年 2月 27日 (木)まで
。前期 日程の検査          令和 2年 3月 10日 (火 )

(ただし、学力検査を実施する場合は、
3月 10日 (火)・ 11日 (水)の両日と

する。)

。則翔 日程の合格者発表       令和 2年 3月 18日 (水 )

・後期 日程入学願書受付期間     令和 2年 3月 18日 (水)から

令和 2年 3月 24日 (火)まで
。後期 日程の検査          令和 2年 3月 25日 (水 )

・後期 日程の合格者発表       令和 2年 3月 27日 (金)

(3)通信制課程に係る選抜

・入学願書受付期間 令和 2年 3月  3日 (火)から

令和 2年 3月 30日 (月 )まで

令和 2年 4月  3日 (金)までに通知する。・入学内定者通知

(4)連携型中高一貫教育に係る選抜

・入学願書受付期間 令和 2年 2月 14日 (金)から

令和 2年 2月 19日 (水)ま で

令和 2年 2月 21日 悟巌)から

令和 2年 2月 27日 (本)ま で

令和 2年 3月 10日 (火)

(ただし、学力検査を実施する場合は、

3月 10日 (火)・ 11日 (水)の両 日と

する。)

令和 2年 3月 18日 (水 )

・志願変更期間

・検査

・合格者発表

(5)推薦入学者選抜

・入学願書受付期間

・検査
e合格内定者通知

(6)離島留学特別選抜

・入学願書受付期間

・検査

・合格内定者通知

令和 2年 1月 16日 (木)力|ら

令和 2年 1月 22日 (水)まで

令和 2年 2月  5日 (水 )

令和 2年 2月 12日 (水)までに通知する。

令和 2年 1月 16日 (本)

令和 2年 1月 22日 (水 )

令和 2年 2月  5日 (水 )

令和 2年 2月 12日 (水 )

から

まで
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5 その絶

入学者選抜経ついての具体的方法は、別に定める「令和 2年度長r県′公立高等学校

入     要領」による。
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第 6号議案

(高校教育課)

令和 2年度長崎県立中学校入学者選抜の基本方針について

(提案理由)

令和 2年度長崎県立申学校の入学者を選射 る|に当たつて、その基本方針を定めよう

とするものである。

(内容)

1 入学者の選抜について

入学者の選抜は、適性検査、作文及び面接の結果並びに調査書その他必要な書類を

資料として、志願者の適性を総合的に判断して行 うものとする。

2 検査について

(1)実施する検査は、適性検査、作文及び面接 とする。

(2)検査の配点は、適性検査を130点、作文を70点 とし、合わせて200点満点

とする。

(3)適性検査及び作文は次のような問題とし、県教育委員会が作成する。

① 適性検査は、学校での生活や家庭や身の回りのことなどをテーマとして、学習

指導要領に沿つた、問題発見 。解決能力、思考力、判断力及び表現力等、小学校

教育において身に付けた総合的な力をみる。

② 作文は、与えられた課題について、読み取つたことや考えたり感 じたりした

ことをまとめ、文章で表現する力をみる。

(4)面接は、集団面接 とする。

3 入学者選抜日程について

～ 12月 16日 (月 )

で

1月 24日 (金 )

4 その他

入学者選抜についての具体的方法は、別に定める「令和 2年度長崎県立中学校

入学者選抜実施要領」による。

入学願書受付期間

適性検査、作文、面接

入学予定者の通知

入学意思確認書提出期間

令和元年 12月 10日 (火

令和 2年  1月 12日 (日

令和 2年  1月 20日 (月

令和 2年  1月 20日 (月

)

)

)

)

ま

”
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第 7号議案

(特別支援教育課)

令和 2年度県立特別支援学校幼稚部、高等部及び高等部専攻科了の入学者選考について

(提案理由)

令和2年度県立特別支援学校幼稚部、高等部及び高等部専攻科の入学者選考について、

次のとおり定めようとするものである。

(内 容)

1 令和 2年度県立特別支援学校入学者選考について

調査書等の書類、学力検査、健康診断、面接及びその他必要な検査等の結果を

資料とし、総合的に選考する。                   I

(1)入学者選考にかかる日程等について (虹の原特別支援学校高等部就業サービ

ス科及び希望が丘高等特別支援学校を除く。)

ア 日程

(ア)入学願書受付期間

令和 2年 2月 14日 (金)～ 2月 19日 (水 )

(イ )入学者選考検査

令和 2年 3月 10日 (火 )・ 11日 (水)2日 間

※上記のいずれか 1日 で実施する学校もある。

(ウ)合格者発表 ・

令和 2年 3月 18日 (水 )

イ 募集定員

各高等部の募集定員は、令和元年 10月 及び 12月 に実施する「進学希望状

況調査」等をもとに、令和 2年 1月 に定める。

ウ その他

(ア )日 程については、県立高等学校全 日制課程に準 じて実施する。

(イ )合格者の人数が募集定員に満たない場合は、二次募集を行 う。
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(2)虹の原特別支援学校高等部就業サービス科及び希望が丘高等特別支援学校の

入学者選考にかかる日程等について

ア 日程

(ア)入学願書受付期間

令和元年 12月 2日 (月 )～ 12月 6日 (金)

(イ )入学者選考検査

虹の原特別支援学校高等部就業サービス科

令和 2年 1月 9日 (木)      1日 間

希望が丘高等特別支援学校

令和 2年 1月 9日 (木)・ 10日 (金)2日 間

(ウ)合格者発表

令和 2年 1月 17日 (金)

イ 募集定員

(ア)虹の原特別支援学校高等部就業サービス科

(イ )希望が丘高等特別支援学校

8名

32名

ウ その他

(ア)合格者の人数が募集定員に満たない場合は、二次募集を行 う。

(イ )不合格となった者については、他の特別支援学校高等部を志願できる。
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概 要

件  名

平成 31年 3月 12日 付けの監査結果に対する措置状況等について、報

告します。

なお、この措置状況については、地方自治法第 199条第 12項及び

第252条の38第 6項の規定に基づき、監査委員へ通知します。

1.平成 30年度普通会計定期監査 (後期)

指摘に対する措置   10件

意見に対する措置    2件

2.平成 30年度財政援助団体等監査

指摘に対する措置    2件

意見に対する措置    2件

3.平成 30年度行政監査

指摘に対する措置 17件

4.平成 30年度包括外部監査

指摘に対する措置 2件

監査の結果にかかる措置状況について

報  告  事  項  (1)
総務課
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詰じた措置

法定点検整備は 「点検を受けるほうが望まししЩというよう
な課つた認識を持つていた とが原因です。
事務室及び関係職員全員が、法定点検整備の必要性につ

いて、法令・通知等をもとに共通認識を持ち、個人でなくン購
で仕事をする意識を持つととも1こ、所有する公用草ごとの点

検時期について一覧表を作成し、職員間で定期的に点検の

実施状況を共有することを確認しま晩 。

公用車の日常点検の必要性について認識していなかつた
ことが原因です。
事務室及び関係職員全員で、通知及び「自動車の日常点

検マニュアル」をもと1こ共通認識を持ち、全車両に「自動車の

日常点検チェックリスト」を備え付け、車を運行する前には必

ず点検しなければならないこと、特に長距離走行や高速道路
走行の出発前には念入り1こ点検すること、契約している給油
スタンドで公用車の利用頻度に応じた点検を依頼することに
ついて確認しました。

今回指摘を受けた件については、保護者からの委任を受け
て発注するものであり、県費で購入する場合と同様に処理す
ることを失念していたことが原因です。
事務室職員全員で、今回の指摘内容の原因について共通

理解を図り、財務規則等を用いて校内研修を行いました。今
後は施行伺から支出処理まで財務規則に即して適正に処理
されているか、職員全員が書類の内容を確認しながら、事務
処理を進めてまいります。

消防用設備等点検委託業者の報告では、屋内消火栓設備
は消火栓試験時に使用するもので、実際の消火活動に問題
はないとのことであつたため、簡易な応急処置だけで済ませ
ていました。また、防JF煙制御設備不良については、島内に
対応できる業者はなく、離島でもあり移動にも多額の経費が
かかることから、点検及び参考見積作成に対応できる業者が

容易に見つからず、さら1こ、事務室内で不良個所について、
情報共有できていなかったことが原因です。
防排煙制御設備については、平成30年度中に改修を実施

しました。屋内消火栓設備は、改修経費が100万円を超える
規模で、水周りの工事を伴うため、令和元年度の夏休み中の
工事となる見込みです。  ド

今後は、不良等の箇所については、県教委へ報告するとと
もに、予算令達後は、速やかに業者を決定し改修を実施する
など、早急な対応を行ってまいります。

監査の結果

公用車について、法定点

検整備が実施されていな
しⅢ。   |

運行開始前等に日常点検
を実施する必要がある公用
車について、必要な日常点

検が行われていない。

特別支援学校教育就学奨
励費に係るタブレット周辺機
器の購入において、施行伺
を作成していないと

消防用設備等点検業務
委託において、屋内消火栓
設備及び防排煙制御設備
が不良との点検結果報告が
あったにもかかわらず、対応
がなされていない。

機関名

大村城南高
等学校

大村城南高
等学校

鶴南特別支

援学校

北松西高等
学校

部局名

教育

教育

教育

教育

番号

1

2

3

4

平成30年度 普通会計定期監査(後期)結果(指摘)に係る措置 (様式2-1)
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9

8

7

6

5

番号

教育

教育

教育

教育

教育

部局名

小浜高等学
校

小浜高等学
校、

大村城南高
等学校

島原農業高
等学校

希望が丘高
等特別支援
鞍

機関名

毒劇物の学期ごとの定期

検査が行われていない。ま
た、劇物で使用されていな
い物が数多く存在し、使用
の見込みがないまま保管さ
れている。

飲料水冷却器の処分にお
いて、新たに飲料水冷去F器
を購入した業者にフロン回
収破壊処理及び産業廃棄
物処理をさせているЬ
また、フロンを含む処分費

を新規購入費に含めて、備
品購入費で支出している。

公用車の運転について、
公用車等運転確認簿による

所属長等の確認が行われて
いプを:セ 。ヽ

購入実績 (消耗品等出納
簿記載)があるものの毒物・

劇物管理簿に記載がないも
のがある。
また、毒物・劇物について

は学期毎に点検することと
なつているが、管理簿に点

検・確認記録が残されてい

ない。

自家用電気工作物保安管
理業務委託において、予定

額及び予定価格の積算単
価が改定されているにもか
かわらず、前回施行伺時の

単価をそのまま採用してい

乱

監査の結果

毒物 `劇物危害防止対策J蕉検表による学期毎のJ煮検は

行つていましたが、薬品の受払については、使用する毎に記

載することで十分と思い込み、学期毎の点検を行わなければ

ならないとの認識がありませんでした。
また、学校全体としてのチェック機能が十分機能していな

かつたことも、今回の監査結果の一因と考えます。
指摘を受けて、改めて毒物・劇物等薬品の保管・管理の徹

底について、通知等を用いて校内研修を行い、理科教員 (

事務室を含め、法令や通知等に則り、学校全体で適正な管
理業務を行えるような体制作りを行いました。
なお、今後理科の授業等で使用しない薬品については、計

画的な処分を行う予定としております。

飲料水冷却機を購入する際に、衣類乾燥機も一緒に購入
しましたが、その際に既存の衣類乾燥機とともに既存の飲料
水冷却機も家電リサイクルで処分できると判断したことが原因
です。
県有物品の処分に婆たつては、事務室内で関係法令等を

参照し、フロンを含む産業廃棄物物品の道正な処分方法に
ついて再確認を行いました。

公用車等運転確認簿についての認識がなかつたことが原
因です。事務室及び関係職員全員で、通知をもととこ共通認
識を持ち、全車両に公用車等運転確認簿を備え付け、所属
長等の確認を行うなど、安全運転に努めることを確認しまし
た。

消耗品等出納簿は事務室担当職員が作成し、毒物。劇物
薬品管理簿は各教科・部門の担当職員が作成しています
が、毒物・劇物薬品を購入した際、職員相互の確認が十分に

なされていませんでした。
また、定期検査については、管理責任者の理解及び認識

が不足していたため、使用時の確認は行つていたものの、学
期毎の点検を失念していました。
指摘を受け、年度当初の職員会議 (4月 4日 )・農務会議 (4

月10日 )で全職員に、今回の指摘事項について説明し、平
成27年度高校教育課通知の共通理解の徹底を図り、厳正な

薬品の道正管理方法や体制について確認しました。今後も
年度当初の確認により再発防上に努めてまいります。

担当者が直近の単価を確認することもなく前回施行伺を作
成した時の単価をそのまま算定根拠とし、さらに、事務室内の

チェック機能も働いていなかったことが原因です。
今回の指摘事項となつた原因について、共通理解を図り、

積算等の根拠となる事項についヽ 事務室職員全員で確認

するようにしまし,亀

詢砿 書類作成時は、その内容を確認しやすいように、根拠
となる財務規則及び入札・契約マニュアル、通知を具体的に

示すこととしました。

講じた措置

平成30年度 普通会計定期監査(後期)結果(指摘)に係る措置(様式2-1)
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講した措置

|との回答を得たため、物品の払出方法を「その他 (残置)」 とし
まし亀
『残置にいう処分方法で嵐 本校と法人との間で残置物品
の権利義務関係があいまいとなるとの監査の指摘を受け、今
後、残地物品の所有権等に関して、書面により相手方との覚
書を取り交わすこととしまし,亀

監査の結果

不用決競 物品につい
て、法人の所有する施設内
に残置しており、処分方法を
早急輯 祥 であ乱

機関名

諌早特別支
援学校

部局名

教育

番号

10

平成30年度 普通会計定期監査(後期)結果(指摘)に係る措置(様式2-1)

-11-



2

1

弱

教育

無

部局名

教育環境整

備課

韓
備課

課 (室)名

○予定価格が3万円を超えな
い物品購入について

物品の購入については、長

崎県財務規則第106条 (見積

書の徴取等)第 1項の規定で2

者以上の見積書を徴取する必

要があるが、その予定価格が3
万円を超えないものにあつて

は同条第3項の規定により見

積書の徴取を省略し、1者ヘ

発注できることとされている。
今回、物品購入伺簿を確認

したところ、一部の所属におい

て3万円を若千下回る予定価

格で、同一 日若しくは近接した

日に、同下業者今発注してい

る事例が目立った。安易に1者

発注を行うことは、競争性・透 ・

明性を損なうおそれがある。
ついては、調達物品の購入

数量f時期を適切に把握し、計
画的な発注に努めることや、反

復的に調達が必要となる物品
については、単価契約を行うな
ど各所属におけ る工夫を促す
とともに、経済性・効率性の観
点からも物品調達に係る内部
チェックの強化に努めるよう指

導の徹底を図るべきである。

「
①県有施設。設備等の維持管
1理について

1本年度前期,後期の監査の

1翻 雲繋沼雪罵β焔
1防用設備'ミ・ ・ダムの電源設備や

観測装置の故障や不調が報
告されているのにもかかわら

ず、修繕等の対応がなされて
いない事例が散見され亀
特に、近年、記録的な集中豪

雨やそれに伴う自然災害が頻
発しており、県民の生命・財産
を守る施設・設備については

速やかに姑処することが必要
である。
修繕等には多額の費用を要

するものもあり、経済性・効率
性。有効性を踏まえた計画的
な修繕・整備を行い、適切な維
持管理を行うべきである。

監査の結果

今回の監査結果を受け、平成31年 3月 18日 付け通知や
年度初めに開催された校長会・事務長会において、監査
結果の内容とともに、競争原理を発揮するため、計画的な
発注を行うよう月知徹底を図りました。
今後も道正な事務処理に努めてまいります。

施設・設備の点検結果において、不良箇所があつた場合
の修繕I動 かヽる予算要求に対しては、優先的に予算措置
を行つているところであります。
平成31年3月 18日 付けで監査結果の内容とともに適切

な事務処理について通知したところですが、年度初めに開
催された校長会、事務長会において、適切な対応を行うよ

う周知徹底を図りまし,也

今後も、安心安全な学校設備整備等の適正な管理に努
めてまいります。

講じた措置

平成30年度 普通会計定期監査(後期)結果(意見)に係る措置 (様式2二 1)

-12-



講 じ た 措 置

新たな滞納者の発生の防止のために
は、返還の大切さや意識づけが重要と考

今後とも滞納者に対してはこ通知の送

付、訪間督促、債権回収会社の活用、法

的措置等、様々な方法により〔写I

り強く回収に取り組むとともに、滞納を未

然に防止するためにも、賞与開始時や終

了時などの機会ごとに、引き続き学校を

通じて、奨学生に対する指導(返還の大切

さ、意識づけ)を行つてまいります。

ま す 。

当会の運営費は、県補助金と特定資産

できるよう、資産の運用方法について検
討を行い、債券の信用格付けについて、
理事会(平成31年2月 5日 )で資金運用規

今後は、運用する資産が満期を迎えた

際は、より安定的に財源が確保できるよう

再投資を行つてまいります。

に確保

と財源を

定的を安

利息収入の

息収入
か ら)

利

保分
め、

留金

るヽた
与

て し

貸(

見直しました。

(1)経営状況について

当年度の正味財産増減計算書では、
一般正味財産増減の部において、経

常増減額が8,297千円の赤字で、一般

正味財産増減額も同額の赤字となづて

おりt前年度に比べ8,012千円赤字額
が増えている。

残摯奇   亡胃套室
?猪紹凝讃聾選房獣義墓£
邑ぢX督尋法が

定した財源の確保を

当法人は、奨学金返還に係る滞納

については、延薄初期での振替不能

徴収等の予告など様々な方法により回

収に取り組んでいる
`しか眈 がら、近年滞納額が増える

傾向にあり、当年度末の滞納額は

盤 綿 離 耐 蹴 と 軍
に、引き続き滞納の解消に取り組むこ

と。

(1) てヽ

監 査 の 結 果項   目

所管部局:教育庁 教育環境整備課

【公益財団法人 長崎県育薬会】

平成30年度財政援助団体等監査結果に係る措置
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平成30年度財政援助団体等監査結果に係る措置

項  目

について(長崎県立西

復青年の家)

当法人は、県a市の広報議への掲
載、フェイスブックの開設など広報EPR

活動を行なつている。
また、ダイレクトメール送付によるリ

ピ‐ ―確保や地域に出向き出前講
座を価 など、利用促進にも努めてい
る。             /
しかしながら、当年度の施設の利用

者数は、少子化の影響などにより、日
標利用者数を達成することができず、
前年度と比べても減少している。
今後とも、PR活動やモニタリングを

継続し、利用者のエーズにあつた1施設
の利用促進に努めるべきである。

施設の

監 査 の 結 果

地元市教育委員会や学校に対して、主

活動を行い、また、ホームページの充実

関係施設や体験活動団体、ス
団体、地元市との連携を図り、

利用者のニーズに合つた事業展開に取り

今後とも、

や暴 市 情

りヽます。

す。

講 し た 措 置

-14-



講 じ た 措 置

今後は、指定管理者と調整B協議を行つ
たうえで、共通の目標値を設定します。

監 査 の 結 果
,

(1)施設利用者数の

長崎県立総合体育館、長崎県営野
球場及び長崎県小江原射撃場の3施
設に係る利用者数の目標値設定に関
して、指定管理者と意思疎通を国つて
いなかつたため、県所管課と指定管理
‐
者とで別々の目標値を設定している(3
施設合計の目標値 :県所管課501,310

人i指定管理者4■000人 )。

目標値の設定に当たつては、事前に
指定管理者と調整B協議を行うこと。

につし

項  目

所管部局:教育庁 体

【長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社】

平成30年度財政援助団体等監査結果に係る措置
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【指摘】

平成30年度行政監査監査結果に係る措置

淫辮継 鷲繋貼 誕畿
種宮鍮 躙 臨麒 蹴挽
高率となつていた。

監 査 の 結 果

青少年教育施設の指定管理者に対して、法定
点検や日常点検の実施の徹底について文書を
発出しました。
平成30年 12月 に法定点検を実施しておりま

す。今後は道路揮撲車両法に基づく定期点検を
半年毎に設定し、年2回の実施を徹底いたしま
す。

第3‐2-(2)法定点検等の実施漏れについて

所属名 :(生涯学習課 )

第3-2-(2)法定点検等の実施漏れについて

属 名 業高等学校
大村城南高等学校)

謙早農1業高等学校、北松農業高等学校、西彼農業高等学校、鹿町エ

講 じ た 措 置
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平成30年度行政監査監査結果に係る措置

【指摘】
議 し た 措 置

所属名 :(体育保健課、長崎図書館→島原農業高等学校 )

第と-3-(1)一者随意契約について

監 査 の 結 果
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平成30年度行政監査監査結果に係る措置

【指摘】

第3-3工 (3)契約の履行について

所属名:(島原農業高等学校、諌早農秦禽等学校、北松農集高等学校)

監 査 の 結 果 講 じ た 措 置
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平成30年度行政監査監査結果に係る措置

【指摘】

講 じ た 措 置

所属名 :(大村城南高等学校 )

第3-4-(1)公用車等運転確認簿による所属長等の確認について

監 査 の 結 果
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平成30年度行政監査監査結果に係る措置

【指摘】

第3-4-(2)適切な日常点検の実施について

所属名 :(生涯学習課、新幹線文化財調査事務所、大村城南高等学校)

監 査 の 結 果 講 し た 措 置
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平成30年度包括外部監査結果に係る措置に関する調書

Ⅲ 包悟外部監との結果報告・各綸

ヽヽ

の計

して
めま

につ
債
と

管理

し、
す。

い給与という同一の債
つ ヽ

違いによる不足額に過ぎない。
によって発生 した10月 分のいずれも

てて

が らしかし
あくまで,権であり,

とおり,

ベ

ま
す。

り
い

ベ

ベ

「

ヽ

に変更が
債権の管理に
」は,「その

は備考の相
これらの内

されており,「発生原因」欄には『
とされており,「債権の管理に関す
事項その他債権の管理上必要な事項
2項,及び,「債権の管理について

に関す
にる事項」及び「

を記載するもの
」第 2日 8ロ カ
債務証書の提出

こ要点
に

した日又は県に帰属し
その経過が分かる程度
に関する事項・ 徹収停

に にに債権の管理
日を記載す

」しb容

つ つ」 つた と ど く遅滞なたあ きと や , b「 債務者か あ きが
関する事項又よに5 『ればiた ,ま 条

」 して るれとさ又 るは履止 行延期
」」と は ,欄備考るを記載す 「強制執行等

つ しヽ て」 した原因又は県に帰属し債権が発生とのるた も
」」 日82つ い て 債権が発生は 「「 発生年月債権管理簿の 欄よ規定オの ば !れ第「

民事再生法の個人再生手続を行
いずれも同一の別紙 (経緯書)

ヽ
。しして なれ

付取 り日付 で月4し のの ,①,

力ぐさ
27る

て し務者で 債権の管理され ると に

し日」

は,償権
関する記載

6月 1日 」
ったため』
で整理して

措置状況項 目所管

Ｉ
Ю
Ｐ
Ｉ



件  名

全  体

普通・理数 。国際科

専門 `

区  分

l

4,765

H27.3

747

658
089

H28.3

780
169

１．

一
，

６

一

４

一

H29.3
516

H30。3

70

H31,3

1要 点

・全日制の普通科、理数科及び国際科の国公立大学合格率は、昨年から1.2

ポイントの洩

e全 日制課程の国公立大学合格率は、昨年から0.1ポイントの減。

・全課程の国公立大学合格率は、昨年から0。2ポイントの洩

2 合格者数及び卒業生数に対する合格率

(1)全日制

<合格者数> (単位 =人)

<卒業生数に対する合格率> (合格者数/卒業生数)

(対前年比)

△ 1.2

(対前年比)

全  体

専門学科

総合学科

普通科

理教科

国際科

区   分

国立大

公立大

国公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

1,560

629
189

3,204

29

57

86

278

1

572
2,103

2,926

H27.3

574
633

3.201

54

41

95

323

592
112

2,878

H28.3

606
129

3,391

49

40

89

345

1 4

566

3,046

H29。3

1,527

106

3.227

41

35

76

34T

1,486

544

2,880

H30.3

547
2,046

3.345

50

40

90

306

449
507

1,956

3,039

I131.3

全  体

専門学科

総合学科

普通科

理数科

国際科

区   分

国立大

公立大

口公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

国立大

公立大

口公立大

私立大

17.4%

7,0%
24.4%

35.7%

0.7%
1.4%

2.0%

6.6%

32.1%
12.0%

44.1%

61,4%

H27.3

18.0%

7.2%

25。 2%
36.6%

1。3%
1.0%

2.3%
7.9%

32.6%
12.7%

45.3%

61.8%

H23.3

17.3%
6.9%

24.2%

38.6%

1.2%

1,0%

2.1%

8.3%

32.0%
12.3%

44.2%

66.1%

H29.3

17.9%
6.8%

24,7%

37.8%

1.00/0

0。 90/0

1.90/o

8.60/c

32.9%
12.0%

45.0%

63.8%

H30。3

18.1%
6,6%

24.6%

40。3%

1.3%
1.0%
2.3%

32.4%
11,3%

43.8%

68.0%

H31.3

<卒業生数>

△ 0. 1

平成31年 3月 卒業生の大学入試結果について

報 告 事 項 (2)
高 校 教 育 課
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重31.3

0
1

1

27

1

0

1

5

1

1

2
32

H30.3
2

3

5

27

2

0
2
2

4

3

7
29

H29。3

0

3

3

21

0

0

0
2

0

3
3

23

H28.3
2

1

3

31

0

0
0

0
2

1

3
31

H27.3
4
1

5
28

0

0
0

2

4

1

5

30

区   分

目立大

公立大

国公立大

私立大

目立大

公立大

回公立大

私立大

目立大

公立大

国公立大

私立大

普通科

専門学科

全  体

(2)定時制及び通信制

<合格者数> (単位 :人)

<卒業生数に対する合格率> (合格者数/卒業生数)

<卒業生数>

H31.3
0.0%
0.3%
0.3%
7.1%
2.7%
0.0%
2.7%
13.5%

0。2%
0.2%
0.5%
7.7%

■30i3

0.6%
0,9%
1.4%

7.7%
4.5%
0.0%
4.5%

1.0%
0.8%
1.8%
7.3%

H29i3

0,3%
0.8%
5,6%
0.0%
0.0%
0.0%
5.7%
0,0%
0.7%
0.7%
5.6%

H23i3
0。5%
0.3%
0.80/o

8.3%
0.0%
0.0%
0,0%
0.0%
0。5%
0,2%
0。

7.3%

■27.3

1.0%

0.3%
1,3%
7.2%

0.0%
0.0%
0.0%
4.4%
0.9%
0.2%
1.2%
6.9%

区   分

国立大

公立大

国公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

普通科

専門学科

全  体

H31.3
381
37

418

H30.3
351
44

395

H29.3
373
35

408

H28.3
373
51

424

H27.3
387
45

432

区  分

専門学科

全  体
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(3)全課程

<合格者数> 人 )

<卒業生数に対する合格率> (合格者数/卒業生数)

(対前年比)

△ 0. 2

<卒業生数>

【備考】
「卒業生数」は、高校教育課調査による速報値

全  体

専門学利・

総合学科

普通科

理数刊ヽ

国際科

公立大

目立大

私立大

国公立大

私立大

因公立大

公立大

燕寺大

公立大

国立大

国公立大

区   分

630
2,194

280

57

29

86

954

573
2,108

H27.3

2,210

634

323
95

54
41

2,ユ15

909

593

H23.3

523

414

609

40
49

89

347

皇項照母_

4

569

H29.3

113

582

35

43

349
78

H30.3

2を048

ユ19留壁
548

51

40

311

91

市

全  体

専門学科

総合学科

普通科

理数科

国際科

区   分

国立大

公立大

口公立大

私立大

国立大

公立大

国公立大

私立大

目立大

公立大

国公立大

私立大

16.6%
6.7%

23.3%

34.4%

0。7%
1.3%

2.0%
6.6%

29.8%
11.1%

40.9%
57.3%

H27.3

17.2%
6.9%

24.1%

35。2%

1。3%
1.0%

2.30/o

7.8%

罰 136/。

11.8%

42.0%
57.8%

H28。 3

16.6%

23.2%

37.2%

1.2%
1.0%
2.1%
8。3%

2916%
ll.4%

41.0%
61.5%

H29.3

17.1%
6.5%

23.7%

36。4%

1.1%

0.9%
1.9%

8.6%

鉤 .6%
11.2%

41.8%
59。 7%

H30.3

17.2%
6.30/0

2&5%
38,7%

1,3%

1.0%
2.4%
8.0%

29:9%
10.5%
40。3%
63.2%

H31.3

全  体

普通・理数・国際科

専門・総合学科

区  分

9,403

152

4,251

H27.3

9,171

31

4,140

H28.3

9.188

4.204

H29。3

8,933

7

4.066

H30.3

8,722

4,851

3,871

H31.3
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高校生の活理について

1大 会 名

ジユニア農芸化学会2019(主 催 :公益社団法人 日本農芸化学会)

2 大会概要

日   時 !平成 31(2019)年 3月 25日 (月 )

イ
会  場 :東京農業大学 世田谷キャンパス

発表題 目 :「柑橘類の廃棄物による椎茸菌床栽培法」

出 場 数 :75チーム (長崎県内からは諫早農業のみ参加)

3成  績

金賞卜(全国 1位 )

※ 金賞は最も優秀と認められる1校のみに授与

諌早農業高校 食品科学科 2年生グループ 6名

4内 容 等

本大会は、将来のバイオ科学とバイオ技術の発展を期して、日本農芸

化学会の場において、高校生が化学・生物 。環境・生命科学分野で大学

教員や研究者の前で研究成果を発表する全国的コンクールである。

諌早農業高校食品科学部は、柑橘類加工品 (ジュース 。缶詰)の製造

工程で発生する果皮やじょうのう (薄皮)な どの産業廃棄物を椎茸栽培

に活用するという研究活動に取り組み、試行錯誤の結果、椎茸の成長ス

ピー ドを1.5倍に向上させることに成功してその成果をまとめた発表

が最高位の評価を受けた。

件  名

概 要

報 告 事 項 (3)
高 校 教 育 課
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件 名

1 採用予定者数 (選考を行う機種 B職及び教科 t科 目等)

合  計

養 護 教 諭

特別支援学校教諭

高等学校教諭

中 学 校 教 諭

小 学 校 教 諭

校種・職

420

25

45

50

80

220

2年度
採用予
定者数

420

30

50

50

70

220

31年度
採用予
定者数

高等部 〔国語 。世界史・ 日本史・

地理・数学・物理・化学・

生物・録健体育・音楽・

美術・英語 。家庭〕

中学部 〔国語・社会・数学・理科・
音楽・美術・保健体育・
技術・家庭・英語〕

小学部

国語 (7)、

地理歴史 〔世界史 (1)。 日本史 (1)・

地理 (2)〕 、

数学 (7)、

理科 〔物理 (2)・ 化学 (3)。 生物 (4)〕 、
保健体育 (4)、

芸術 〔音楽 (1)・ 美術 (1)〕 、
英語 (7)、

家庭 (3)、

工業 〔機械 (1)・ 電気 (2)・ 建築 (1)・

土木 (1)〕 、

商 業  (1)、

看護 (1)

国語 (8)、 社会 (11)、 数学
理科 (10)、 音楽 (5)、 美術
保健体育 (15)、 技術 (2)、

英語 (13)

(11)、

(2)、

家庭 (3)、

一般受験 (216)
離 島 枠 (4)

教科・科目等別採用予定者数

(25)

(20)

令和 2年度長崎県公立学校教員採用選考試験について

報 告 事 項 (4)
高 校 教 育 課
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※障害者特別採用選考 (採用予定者数 20名 )は、一般選考とは分けて選考を行う。

※離島教育特別枠採用選考は、小学校教論で採用から 10年連続して離島同一市町に

勤務できるものを要件としている。

2 出願手続き

(1)出願方法

原則としてインターネットを利用した電子申請で出願すること。電子申請で

出願できない場合は、郵送も可とする。
ただし、小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者は、郵送で出

願すること (関東会場受験希望者の電子申請は不可)。

(2)出願期間

令和元年 5月 13日 (月 )午前 10時～ 5月 24日 (金)午後 5時まで

※ 郵送の場合は5月 24日 (金)までの消印有効
ただし、小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者は以下の期間
とする (郵送のみ)。

令和元年 5月 13日 (月 )～ 9月 13日 (金)消印有効

3 要項等交付開始日  令和元年 5月 9日 (木 )

長崎県教育庁高校教育課のホームページに掲載
※ 郵送も可 (長崎県教育庁高校教育課への申込み)

4 試験日程

(1)第 1次試験

○実施 日 令和元年 7月 14日 (日 )

①場 所 県立長崎西高等学校、県立長崎工業高等学校

(2)第 2次試験

OA日 程 実施 日:令和元年 8月 16日 (金 )

場 所 :県教育センター・県立大村城南高校
内 容 :適性検査・小論文

実技適性試験 (高等学校「看護」及び「養護教諭」
受験者のみ)

OB日 程 実施日:令和元年 8月 25日 (日 )～ 9月 6日 (金)の うち、 1

目を指定 して実施す る。
ただし、小学校、中学校の「技術」。「家庭」、高等学校
の「家庭」受験者は、実技適性試験実施のため2日 間を
指定する。

場 所 :県教育センター

大村市立大村中学校
内 容 :個人面接・教壇における課題面接・実技適性試験

OC日 程 実施日:令和元年 11月 17日 (日 )

小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者対
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象

所
容

場
内

:筑波大学東京キャンパス文京校舎
:道性検査・小論文 つ個人面接・教垣における課題面接

5 採用候補者名簿登璃及び内定通知              ・

令和元年 10月 4日 (`鐵頃の予定

ただし、小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者については、令和

元年 12月 13日 (金)頃の予定。

6 平成31年度採用予定者数と過去 6年間の 2次合格者数 (実績)

(実質競争倍率)=受験者数■2次合格者数

(実 質競争倍率)

合 計

養 護 教 諭

特別支援学校教諭

高等学校教諭

中学校 教 諭

小 学校 教 諭

年度

職

420

25

45

50

80

220

令和 2

年度

(予定)

3.1倍

426

30

50

49

71

226

平成 31

年度

3.3倍

433

32

57

47

62

235

平成 30

年度

4.2倍

376

32

56

54

50

184

平成 29

年度

4.6倍

348

35

37

51

85

140

平成 28

年度

5.5倍

311

25

35

49

81

121

平成 27

年度

8.4倍

207

15

31

43

50

68

平成 26

年度
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報 告 事 項 (5)

平成 30年度体罰に係る実態把握調査結果 (公立学校分)について

1翔画・内害

2 り魯歳亀分 (人)

9体罰を受 (人 )

4体罰の状況 (件)

5体罰の態様 (件)

6 け

※ 「教職員の申告」編の( )の中については、教職員の申告及び児童生徒

肉春

平成30年度末に実施した教職員・児童生徒・保護者への調査のほか、教職員の
申告や児童生終・保護者の訴え等I配にり体罰と認知し、教育委員会t副【る懲戒
処分・調告等締 つた事業及び校長による指導補 つた事条

期岡

平成 30年4月 1日

;

平成 31J手3月 31日

29年度

0

8

8

24

32

32

計

30年度

1

6
7

31

38

38

29年度

0
0

0
0

0

0

特用支援学校

90年度

0
0

0
電

1

1

29年度

0

2

2

7

9

9

菖等学技

30年度

0

2

2

a

10

10

29年度

0
3

3

0

12

12

中推

鱗 度

1

2

3
10

13

13

29年度

0

3
3

8

11

11

小学校

韓

0

2
2

12

14

14

億 遊 処 分

劇 告 等

計 ・・・ ∩

転
曇
対
応

当該教職 員数

(上 記①十②)

当談件数 (件 )

29年度

38

6

計

30年度

74

3

29年度

0

0

特別支援学校

30年度

t

0

29年度

13

3

高等学校

30年度

24

1

29年度

13

1

中学校

30年度

17

2

29年度

12

2

小学校

30年度

32

0

体口を受叫 童生後数

うち負aした児童生雀強

計

15

4

9

4

32

30年度

12

8

8

10

38

特別支援学校

29年度

0

0

0

0

0

30年度

0

0

0

雪

1

高等学校

29年度

4

2

電

2

9

30年度

1

4

2

3

10

中撃校

29年度

6

2

3

1

12

30年度

2

3

5

3

13

小学校

29年度

5

0

5

1

鷲1

30年度

9

1

"3

14

授  業  中

部 活 動 中

休み時間・放課後

そ  の  他

計

計

29年

2と

1

1

4

5

32

30年度

22

2

1

6

7

38

特別支援学校

29年度

0

0

0

0

0

0

30年度

0

0

0

1

0

モ

高等学校

29年度

7

0

0

2

0

9

30年度

7

0

0

3

0

10

中学校

29年度

10

1

0

0

1

帯2

30年度

7

1

モ

2

2

13

小学校

29年度

4

0

1

2

4

11

30年度

8

1

0

0

5

14

素 手 で 叩 く

棒 な どで 叩 く

投げる。転倒させる

叩く及び触る等

そ  の  他

計

29年度

14

(  7)
14

4

32

計

30年度

12

(  1)
24

2

38

29年度

0

(  0)
0

0

0

特別支援学校

30年度

0

(  0)
1

0

1

29年度

)(

,

4

2

0

9

高等学校

30年度

1

(  0)
8

1

10

29年度

(

4

1)
5

3

12

中学校

30年度

7

(  1)
5

1

嗜3

29年度

3

(  2)
7

H

11

小学校

30年度

4

(  0)
10

0

14

教議員の申告

児童生佳・像E者の蘇え

そ  の  他

計

・保護者の訴えによるもので、上の数字の内数

件 名
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概 要
7主な事案の概要

処分内容 校種 体罰時の状況及び体罰の態様

体罰を受けた児童 ,

生徒の状況及び人数 当 該

教員数

平成 30年 5月、自らが顧間をする
レーボール部の県内での練習試合において、

と船 て、かねてか

出が滞りがちの被害生徒に対し、宿題指導を
していた際、被害生徒が宿題を終えたことを

に、何度も試合に出してほしいと申し

たことに対して、宿題を終えたからといつて

懲
戒
処
分

は試合に出せない旨の説諭をする中

1 ■月 中学校 、被害生徒の大ももから腰の辺 りを4 し 1 1

り、頭を手に持つたシューズで 1回叩く

体罰を行つた
`また、平成 31年 1月 の放課後、

育館において、同様に部活勲の指導と併せ

て、同被害生徒に対して宿題指導をしていた

際、宿題への取 り組み方について説諭をする

中で、被害生徒の頭を手に持つたシューズで

1回叩く体罰を行つた。

1 1

教
委
対
応

（
訓
告
等
）

合計 6名 (6件 )

上記以外の

事案

3

2

1

No.

高等学校

中学校

小学校

校種

小学校   1名 (1件)

中学校   1名 (1件)

高等学校  1名 (1件 )

計   3名 (3件)

3件の態様については、上記3件 (醜 1～血3)と同等程度のもの

部活動において、道具の手入れや後片付けをしない

等、自覚に欠けた行為があつた時、平手で顔を叩いた
り、胸や腹を突いたり、足のすねを蹴ったりした。

連日の生徒のいい加減な発言・態度に感情が高ぶ
り、授業後、別室に連れて行き、問いただしたが、反

省が見られない発言などに立腹し、怒鳴ったり、頭や

胸をつかんで壁に押し付けたりした。昼休みにも同様

の行為に及んだ。

規則を破った児童 9名 に対し、生活指導をした後、

児童の頭部をげんこつで叩く体罰を行い、続けて別の

日にも、学習態度が悪いと判断した児童 1名 の頭部を

叩く体罰を行つた。

併せて、頭部を叩いた児童も含め授業を受けず相談

室に隠れた2名の児童に対■て、大声を出す不適切な
指導を行つた。

体罰時の状況及び体罰の態様

傷害なし

傷害なし

傷害なし

状 況

体罰を受けた児童・

生徒の状況及び人数

11

1

10

人数

1

1

当 該

教員数
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校種 体罰時の状況及び体罰の態様
体罰を受けた児童・
生徒の状況及び人数

当 該
教員数

1

授業中、ぎわついた雰囲気を落ち着かせようとした
が 3名 の児童がにやにやし反省の姿が見えなかつたた
め、背中を手の甲で 1回叩いたc

し 3

′Jヽ 1学益交
授業中に繰り返 し遊ぶ生徒に対し、感情的になり、

し 12口平手で叩いた。

掃除をさぽつていた生徒に掃除をするよう命じた

中報 従わなかつたため、生徒の頬を平手で 1日叩い 傷害なし 11 1

た。

校
長
指
導

中数

生徒を指導 している間、 2名の生徒が反省する様子
がなかつたことなどに立腹 し、それぞれ頭を平手で 2
回及び 5回叩いた。

な し 2 1

授業中にスマホを使用した当該生徒を指導中、反省
高等学校 している様子が見えない態度に感情的になり、左頬を 傷害なし 2 1

2回平手で叩いた。

6

起床指導の際、起きてこない当該生徒を起こすた
め、足の指で生徒の手足をつねったり、つついたりし
た。

な し

上記以外の

事案

小学校   10名 (10件 )

中学校   .8名 (8件 )

高等学校   7名 (7件 )

特別支援学校 0名 (0件 )

計    25名  (25件 )

25件の態様については、上記6件 (hlん血6)と同等程度のもの

合計31名 (31件 )

8体罰根絶に向けた取組

平成 29度より「体罰根絶のための重点的な取組について (通知)」 1こ基づいた、以下の具
体的な取組を実施。
1 目標管理制度を利用した校長面談の実施

目標管理制度における「自己目標管理シー ト」に「体罰によらない指導」について目標を

設定させ、校長の面談において、その取組状況や成果等を確認する。
2 「体罰の再発防止のための指導力向上研修」の実施

体罰を繰り返さないために、体罰で処分や指導を受けた教員を対象に、アンガーマネジメ
ント研修等の受講の義務付けや校内での計画的なフォローアップを行 う「体罰の再発防上の

ための指導力向上研修」を実施。    ・

概 要
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報 告 事 項 (6)

件  名

珂.訪間予定校

(1)長崎県立長崎北陽台高等学校

① 概  要
・ 住 所 :西彼杵郡長与町高田郷3672
・ 学級数 :21学級
・ 生徒数 :841名

② 訪 問 日
・ 令和元年 6月 10日 (月 )      ,

③ 選定理由
・ 地域に根ざした学校として、校訓「二綱 自学・創造」、そして「

領 やさしく。きびしく。たくましく」のもと、教師と生徒がとも

学び合う「師弟同行」を掲げ、「知・徳 。体」のバランスのとれた

育を推進している。
| ―教科「情報」の授業において「SNSノ ート・ながさき」を活用

た取組を参観する。

(2)。対馬市立厳原中学校

① 概  要
・ 住 所 :姑馬市厳原町桟原27
・ 学級数 :8学級
｀ 生徒数 :159名

② 訪 問 日
。令和元年 7月 5日 (金 )

③ 濃定理由
・ 対馬市教育委員会は、平成 30年度から、中学校で一人 1台、小

校では児童数が最も多い学年の人数分のタブレント端末を導入し、
ICT機器の効果的な活用を推進している。そのような県内でも

駆的な取組を行つている対馬市の学校において「SNSノー ト・

がさき」を活用した取組を参観する。

2.学校訪間当日の流れ (予定)

(1)校長からの学校概要説明

(2)授業参観

(3)荻育委員会からのお礼のあいさつ

3.参考 (過去 3年間の教育委員訪間実績)

・ 平成 28年 6月 28日
7月 7日

・ 平成 29年 6月 6日

:大正小学校
:郡中学校
:第四小学校

市

市

市

仙

村

原

雲

大

島

6月 12日 県立佐世保南高等学校
・平成 30年 6月 4日  県立盲学校

6月 11日 佐世保市 :大塔小学校

r長崎つ子の心を見つめる教育週間」における
県教育委員の学校訪間について
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報 告 事 項 (7)
県立学校改革推進室

第二期長崎1県高校改革推進会議第6回会議について

1 開催日 平成 31年 4月 24日 (水 )

2 会議内容
・適正配置の基準等
・ 報告書概要

3 委員か らの主な意見等

〇滴正配置の基準等 について

・基本的にはしま地区やそれに準ずる地域においては、できるだけ小規模
校でも残すことを考えてもらいたい。 2学級の学校において生徒が減っ
て、 1学級になったとしてもキャンパス校として維持してもらいたい。

・小学校、中学校の統廃合が進んでいる中で高校だけ統廃合をしないとい

うことはないのではないかと思う。部活動やアクティブラーニングとい

う集団としての学びという観J点からも、ある程度の人数の中で教育が行
われることがよいので、統廃合も視野に入れていかないといけないので
はないか。

・小中学校ではコミュニティスクールの導入など地域とともに歩む学校づ

くりを進めているが、これを高等学校にも広め、魅力ある学校を作つて、
1学年 2学級であつたとしても魅力ある学校として努力していく姿勢を
県教委も学校も市町教委も示していく必要がある。単純に2学級だから
統廃合するというのは避けた方がよい。

・義務教育における統廃合と高等学校における統廃合とは意味が異なる。
義務教育は校区がしつかりしているので、校区の実態をカウントすれば
今後の学級数は把握できる。地元の県立高校を生徒が選択肢として入れ
られるように、地元の市町、県市町教委、学校が魅力性を高めていく努
力をしないといけない。

・高校に通わせる保護者として、人数が減っていく学校に行かせるのか。
選択肢がなければそこしかないが、選択肢があるのであれば、生徒数が
多い方を保護者としては勧めると思う。

・小規模校は一人一人に目が届くことや、活躍の場を学校生活において準
―

備できるという良さはあるが、た女

さくなると、個人競技にしか出ら才
が非常に悪くなることや、人間関移

状況がなかなか作りにくい。一定σ
。再編整備を行うにあたつては、地あ
をするということを、再編整備を進
二期でも示されており、今回も書道

件  名

概  要
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・一島一高等学校は本土とは違い、他に行くところがない。廃校に

することで、高校教育を受けられなくなる。第二期基本方針にも
あるが、再編について検討はす るが、基準を設けずに学校

化を高めるなどして欲 しい。
・ ある程度の下限を設定して、統廃合は必要だと思 う。少人数

合、集団の中に入つてきたときに、その集回の中での教育はも
ろん、教育を離れ、生活する場面でも支障が出るのではないかと

思 う。
こ少人数をどの レベルまで考えるかだと思 う。極端な例ではある

例えば、 1学年 二人、全校 3人の学校は有 り得るのか。
・地元 としつか り議論 してもらつて、統廃合については協議のな

で決めてもらうとい う形にしてもらえないか。学校がなくなる
と、子どもが島を出るか、または、親も子も島を出て行くという
二者択―である。それ らのことを踏まえて、地域のことは地域

意見を聞いてやつてもらえたらと思 う。
・集回としての教育効果 として必要な規模などはあると思 うが、

等学校であっても、 5人でやる学校像はあるのではないかと

う。教育は他の施策よりも特に、運営が成立 しない条件でこそ

援 して欲 しい。第二期の期間は平ス トが掛かつても学校は維持
て欲 しいと思 う。

・残 していくにはいろいろな知恵を出さないといけないので、市

町との対話以上に、市町が直接的に高校の教育に参画するよう

なっていけばよいと思 う。

O報告書概要 について

委員からの発言なし
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